
 

2019 10 1 10%
8 2019

10 1
2023 10 1

 
 

(1)   
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
11 30  

11 131,200  
   

11/1  5,400  
11/1  2,200  
11/2  10,800  

…
 

  …
 

 …
 

  131,200  
 10%  88,000  
     8%  43,200  

    
                       

 
Q&A  

 

 
 
(2)  

(1) 4 2023 10
1

 

 
 

2023 10 1

 

2019 10 1

4
 

国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A（制度概要編）」より抜粋。

&A
専門家に聞く

企業実務に深く関わる法律や制度の動きについて、
専門家から解説していただきます

　助成金については、ほとんどの企業が「聞いたことが
ない」「利用したことはない」というのが現状です。雇
用関係の助成金は、「新たに労働者を雇い入れる」「労
働者の処遇や職場環境の改善を図る」「労働者等の職業
能力の向上を図る」「仕事と家庭の両立支援やワークラ
イフバランスに取り組む」「障害者が働き続けられるよ
う支援する」等の場合に受給できる可能性があります。
企業が「働き方改革」を推進するうえで、利用しやすい
ものがたくさん用意されています。ここでは、新規・拡
充の助成金の一部をご紹介します。　　
（1）人材確保等支援助成金:働き方改革支援コース
　「雇用管理改善計画」を策定し、新たに労働者を雇い
入れ、人材の配置の変更、労働者の負担軽減、時間外労
働の削減等の雇用管理改善に取り組んだ場合に助成対象
となります。
●計画達成助成:労働者一人当たり60万円（短時間労働
者一人当たり40万円）最大10名
●目標達成助成:労働者一人当たり15万円（短時間労働
者一人当たり10万円）最大10名
　ただし、本助成金は、時間外労働等改善助成金（時間
外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、
職場意識改善コース）の支給決定を受けた中小企業が対
象になります。
（2）中途採用等支援助成金
　中途採用の拡大や移住者の採用、起業による雇用機会
の創出等を行う事業主に対して助成し、転職・再就職者
の採用機会の拡大及び人材移動の促進を図るとともに、
生涯現役社会の実現を促進することを目的としています。
①中途採用拡大コース（A、Bのコースがあります）
A　中途採用率の拡大
•中途採用率が50％未満

•計画期間内に対象労働者を2人以上雇い入れ、中途採
用率を計画期間前と比較して、20ポイント以上向上
させること
•支給対象者のうち、雇入れから6か月を経過する日ま
でに離職者の割合が20％未満であること
•中途採用計画期間の初日の前日から起算して3年前の
日において雇用保険適用事業所であること
B　45歳以上の初採用
•今まで45歳以上の方を中途採用していないこと
•計画期間内に45歳以上の方を初めて中途採用したこ
と
●中途採用拡大助成:50万円
●45歳以上の初採用:60万円（雇い入れ時の年齢が60歳
以上の場合は70万円）
となっており、いずれも生産性向上助成として加算され
ることがあります。
②UIJターンコース
　地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲
載された「求人移住支援事業」を利用した東京圏からの
移住者（UIJターン者）を雇い入れた場合、助成対象と
なります。
●助成額:助成対象経費の1/2（中小企業以外1/3）で上
限100万円
　助成対象経費は、募集・採用パンフレット、自社ホー
ムページなどの作成経費、就職説明会等の実施経費（出
展料、会場借料、採用担当者の旅費・宿泊費、使用資料
の作成・印刷・送料費用など）となっています。
　上記の他にもたくさんの助成金があります。助成金ご
とに細かな条件が付いていますが、事前に確認してチャ
レンジしてみてはいかがでしょうか。

　2019年10月1日から消費税は、標準税率10％と軽減税
率8％の複数税率となります。それに伴い2019年10月1日
より「区分記載請求書等保存方式」となり、さらに2023年
10月1日より「適格請求書等保存方式（いわゆるインボイ
ス制度）」が導入されます。

（1）区分記載請求書等保存方式
　請求書等には次の内容を記載することになります。
①書類の作成者の氏名又は名称
②取引を行った年月日
③取引の内容
（軽減税率対象である場合にはその旨）
④税率ごとに合計した対価の額（税込）
⑤書類の交付を受ける者の氏名又は名称
　従来の請求書等に下線部分が追加されました。具体的
な記載例は以下のとおりです。

　その他、請求書等を軽減税率対象のものとそれ以外の
ものとに分けて作成する方法等も可能です。
　対価を支払う側が仕入税額控除を受けるためには、上記
の区分記載請求書等を保存し、帳簿についても軽減税率
対象取引である場合にはその旨を記載する必要があります。

（2）適格請求書等保存方式（インボイス制度）
　上記（1）の方式に変更されてから4年後の2023年10月1
日以降は、適格請求書等を保存していなければ仕入税額
控除が受けられなくなります。この適格請求書等には、適
用税率や税率ごとに区分した消費税額のほか、書類の作
成者の登録番号も記載事項として追加されます。
　この登録番号は、適格請求書等を作成しようとする事
業者が税務署に申請して、登録を受けることにより与えら
れます。なお、登録を受けるかどうかは任意であるため、課
税事業者であっても適格請求書等を作成しようとする場合
には、登録申請の手続きを忘れないように注意が必要です。
また、登録が受けられるのは課税事業者に限られるため、
免税事業者が適格請求書等を作成しようとする場合には、
あえて課税事業者を選択した上で登録申請の手続きをす
る必要があります。

　2023年10月1日以降は、特に免税事業者については、取
引先のために適格請求書等を作成する必要があるかどう
かの判断を迫られることになります。また、仕入税額控除
を受けようとする事業者は、受取った請求書等が適格請求
書等に該当しているかどうかのチェックが必要となります。
　インボイス制度の導入により、消費税に関わる事務処理
が大きく変わります。まずは、2019年10月1日以降の区分
記載請求書等保存方式から順次慣れていくことにより、4
年後のインボイス制度の導入に備えましょう。

消費税の複数税率制に伴うインボイス制度の導入
　飲食料品の譲渡等に軽減税率が適用されることにより、消費税
は複数税率制となります。それに伴って請求書等（領収書やレ
シートなどを含む）の記載内容が変更され、最終的にはインボイ
ス制度が導入されるとのことですが、具体的な変更点を教えてい
ただけますか?　具体例も挙げて教えてください。

税理士法人
シーシーアイ
税理士
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社会保険労務士法人
庄司茂事務所
特定社会保険労務士

庄司　茂

「働き方改革」と助成金
　弊社は製造業を営んでおり、今までは新卒中心の若年者の採用
を行ってきましたが、ここ2、3年は計画通りに採用ができず、長
時間労働といった負荷が社員にかかっています。「働き方改革」を
進めるためにも中途採用や中高年採用を検討しています。国や自
治体の助成金があると聞きましたがどのようなものでしょうか。

22 ｜ 2019年10月 神戸商工だより ｜ 専門家に聞く


